
シンガポール法律コラム 

 

第 7回  2024年のシンガポール労働法の改正点について（１） 

児童発達共済法による休暇についての改正 

 

2024年 3月 

One Asia Lawyers Group代表 

シンガポール法・日本法・アメリカ NY州法弁護士 

栗田 哲郎 

 

 みなさん、こんにちは One Asia Lawyers 

Group（Focus Law Asia LLC）です。今回は、

2024 年シンガポールにおける労働法の改正点

についてご紹介します。 

 2024 年のシンガポール労働法制の改正点と

しては主に、（１）2024年 1月 1日に既に施行

されている児童発達共済法（Child Development 

Co-Savings Act）による休暇についての改正と

（２）2024 年後半に施行が予定されている職

場公正化法（Workplace Fairness Legislation）の

2点です。今回から 3回に分けて、上記（１）および（２）の改正点についてご説明します。 

 

（１）児童発達共済法（Child Development Co-Savings Act）による休暇についての改正 

 2023年 9月 19日、シンガポール国会は、2001年児童発達共済法（Child Development Co-Savings 

Act 2001 of Singapore）を改正する 2023年児童発達共済（改正）法（Child Development Co-Savings 

(Amendment) Act 2023）を可決しました。児童発達共済（改正）法による休暇についての改正内容

は具体的に、①無給・乳児介護休暇（Unpaid Infant Care Leave）の日数の増加、②政府支給・父親

育児休暇（Government-Paid Paternity Leave）の日数の増加となります。この改正は 2024年 1月 1

日から既に施行されています。 

 

① 無給・乳児介護休暇の日数の増加 

 この改正によって、以前は 2 歳未満のシンガポール国籍の子供を持つ無給・乳児介護休暇は 1

年に 6 日であったものが、12 日に増加することとなります。詳細は以下の表の通りとなります。 
 

2024 年 1 月 1 日改正以前 2024 年 1 月 1 日改正後 



資格 ・子供がシンガポール国籍であること 

・子供が 2 歳未満であること（法律上の養子や連れ子も含む） 

・雇用主に少なくとも勤続 3ヶ月以上であること 

権利内容 年間 6日の無休乳児休暇が付与される（子

供の数によらず、シンガポール国籍を持つ

子供に対し合計最大 12 日まで）. 

年間 12 日の無休乳児休暇が付与される（子供

の数によらず、シンガポール国籍を持つ子供

に対し合計最大 24 日まで）  

 2 歳未満のシンガポール国籍の子供がいる場合、法律上、それぞれの親が毎年 6 日の有給乳児

休暇（Paid Infant Care Leave）を取得する権利を有しています。改正前は、それに加えてそれぞ

れの親が毎年 6日の無給乳児休暇（Unpaid Infant Care Leave）を取得することができました。改正

後は、それぞれの親が毎年 12日の無給乳児休暇を取得することができるようになります。 

 

② 政府支給・父親育児休暇（Government-Paid Paternity Leave）の日数の増加 

 2024 年 1 月 1 日以降に生まれたシンガポール国籍の子を持つ働く父親に対する政府支給の父

親育児休暇が 2週間から 4週間に増加されました。政府支給の意味は、会社が労働者に父親育児

休暇を与えるとその期間の給料について会社に対して政府の支援金が出るという意味となりま

す。詳細は以下の表の通りとなります。 

 
 

2024 年 1 月 1 日改正以前 2024 年 1 月 1 日改正後 

申請資格 生 物 学 的

父 親 の 場

合 

・子供がシンガポール国籍であること 

・妊娠から出産まで子供の母親と合法的に婚姻している、または婚姻していた

こと 

・被雇用者の場合：子供の出生前に、自身が雇用主に少なくとも勤続 3 か月以

上であること 

・自営業の場合：子供の出生前に少なくとも 3 ヶ月継続して事業を行い、育児

休暇中に収入が途絶えたこと 

養 父 の 場

合 

・子供がシンガポール国籍であること。 

・被雇用者の場合： 養子縁組の正式な意思表示前に、自身が雇用主に少なくと

も勤続３ヶ月以上であること 

・自営業の場合： 養子縁組の正式な意思表示前に少なくとも 3 ヶ月継続して事

業を行い、育児休暇中に収入が途絶えたこと 

受給資格 2024 年 1 月 1 日以前に生まれたシン

ガポール国籍の子供には、2 週間の政

府支給・父親育児休暇が付与される 

2024 年 1 月 1 日以降に生まれたシン

ガポール国籍の子供には、4 週間の政

府支給・父親育児休暇が付与される 

 改正によって政府支給・父親育児休暇が 2 週間から 4週間に増加される意味ですが、(i)会社と

労働者の間に特別な合意がない場合は、あくまでも 16週間のうちに連続した 2 週間の政府支給・

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/adoption-leave
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/adoption-leave


父親育児休暇のみとなります。今回の改正は、あくまでも会社と労働者の間で別途の合意がなさ

れた場合について、上記(i)の 2 週間に加えて、(ii)追加で 12 か月の間に 2 週間の連続した政府支

給・父親育児休暇を与えることができるという意味となります。 

 

 次回は（２）2024年後半に施行が予定されている職場公正化法（Workplace Fairness Legislation）

の内容についてご説明いたします。 

 

※本稿は、シンガポールの週刊 SingaLife（シンガライフ）において掲載中の「シンガポール法律

コラム」のために著者が執筆した記事を、ニューズレターの形式にまとめたものとなります。 

 

◆ One Asia Lawyers◆ 

 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアド

バイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Group は、日

本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、

これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal までお願

いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーフ

ァームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・

メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省

略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談

ください。 
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日本の大手法律事務所に勤務後、シンガポールの大手法律事務所にパートナー弁護士とし

て勤務。その後、国際法律事務所アジアフォーカスチームのヘッドを務め、2016 年 7 月 One 

Asia Lawyers Group を創立。シンガポールを中心にクロスボーダーのアジア法務全般（M&A、

国際商事仲裁等の紛争解決等）のアドバイスを提供している。2014 年、日本法弁護士とし

て初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガポール法のアドバイスも提供している。  

tetsuo.kurita@oneasia.legal  

+65 8183 5114 

 

https://oneasia.legal/
mailto:info@oneasia.legal
mailto:tetsuo.kurita@oneasia.legal

